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日常業務編
物件や契約者情報の登録が完了したら、リドックス
の日常業務での活用方法について説明していきま
す。

1. 契約更新業務 
2. 契約解約・退去精算業務 
3. クレーム・問い合わせ登録
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日常業務編 契約更新業務

煩雑になりやすい契約期間の管理もリドックスで簡単に行えます。 
更新時期が近づいた契約者を自動で抽出して、更新案内書や更新合意書の作成
まで行えます。

11.1　契約更新業務

登録されている契約期間と解約予告時期から自動的にシステムが更新対応が必要な
件数を抽出してくれます。 
「更新未処理」のボタンをクリックして、更新対応一覧画面に移動します。

11.契約更新業務
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日常業務編 契約更新業務

この画面では、 
　・「更新対応が必要な契約者」 
　・「更新対応中の契約者」 
の一覧が表示されています。

更新対応が必要な契約者の抽出条件は以下の通りです。

「契約終了日　ー　解約予告期間　ー　2ヶ月」 
の初日に到達した時点で表示が開始されます。

（例） 
契約終了日：2020年2月14日 
解約予告期間：1ヶ月前 
の契約者の場合は、「2019年11月1日」から一覧に表示されます。
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日常業務編 契約更新業務

更新対応を行う契約者の行をクリックすると、「更新情報登録画面」に移動しま
す。

最初から、前の賃貸借契約条件が入力されています。 
賃料や敷金など契約条件に変更があった場合は、入力内容の変更を行います。
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日常業務編 契約更新業務

契約条件や契約終了日の入力が終わったら、更新料の振込先口座を選択します。

最後に「更新登録」をクリックすると、次の画面で「更新案内」や「更新合意書」
の出力ができるようになっています。

更新登録を行うと、「更新案内」や「更新合意書」を出力することができます。 
それぞれのボタンから、必要な書類を出力してください。

11.2　更新関連書類の出力



日常業務編 契約更新業務

【更新案内書サンプル】
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日常業務編 契約更新業務

【更新合意書サンプル】
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日常業務編 契約更新業務

11.3　更新時費用の入金登録

まず、「更新時費用の入金登録」をクリックします。 
そうすると、更新料などの入力フォームが表示されます。

これで、更新料などの入金登録は完了です。 
※更新料などの請求は家賃請求と紐づけることができるため、家賃入金画面からで
も該当の更新時必要費用の登録は可能です。
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日常業務編 契約更新業務

11.4　更新処理の完了登録

更新業務の事務作業（更新書類の取り交わしなど）が全て完了したら、更新処理を
完了させてください。 
これで、契約更新に関する操作は完了です。
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日常業務編 契約更新業務

更新登録の際に良くあるご質問

Q.トップ画面の更新件数はどのように計算されているんですか？ 
更新件数は「更新案内の対応期日を迎えた契約者」と「更新仮登録中の契約者」の合計がカウン
トされています。 
「更新案内の対応期日」の計算方式がについては、契約者の契約形態によって異なります。 
　・普通借家契約：契約終了日から（解約予告期間+2ヵ月）の期日に到達したらカウント 
　・定期借家契約：契約終了日から（解約予告期間+6ヵ月）の期日に到達したらカウント 
「更新仮登録」とは、更新処理で「仮登録」を行っている状態です。

Q.更新料以外に請求する費用がある場合はどうすれば良いのでしょうか？
契約条件の登録で「更新時必要費用」を登録しておくと、登録した内容が更新案内書に追加され
て表示されます。

更新料をとっておらず、更新処理をしない場合はどうしたらいいですか？
契約条件の登録画面で「契約終了」の項目に「自動更新の場合はチェック」のチェックボックス
にチェックを入れると更新未処理に上がってこず、契約終了日を超過しても入居していることにな
ります。

Q.更新案内を送ってから、解約したいとなった場合はどうすれば？
更新情報の編集画面の下に「解約の場合はこちら」という文があるので、そちらをクリックする
と、解約登録画面に移行します。

Q.更新後、賃料が変更となった場合はどうすれば良いでしょうか？
更新情報の登録画面で、新契約の賃料を入力すれば登録可能です。
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日常業務編 契約更新業務

更新登録の際に良くあるご質問2

Q.更新契約の登録時に「更新時必要費用」を追加したが、更新案内に反映され
ない。
更新契約の登録時に設定した「更新時必要費用」は次回の更新時に反映されます。 
今回の更新で「更新時必要費用」を反映させるためには、「管理業務」より現在の契約に更新時
必要費用を設定して下さい。※詳しくはP26~27の契約情報詳細の設定を参照下さい。

管理業務のスタッキングプランに表示される契約者の情報は、更新後の契約の開始日までは旧契
約のままとなります。（新契約の開始日になると自動で更新後の契約内容が反映されます。）

Q.更新登録を完了したのに、管理業務（スタッキングプラン）に表示される契
約条件が旧契約のままなのはどうしてですが？
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日常業務編 契約更新業務

更新登録の際に良くあるご質問3

Q.契約期間中に更新をするのを忘れてしまったのですが…Q.契約期間中に更新をするのを忘れてしまったのですが…

契約期間中に更新処理を行わないと、貸室は「空室」となります。 
この場合、以下の手順で更新を事後的に行うことが可能です。 
1. 「管理業務」より物件を選択し、更新したい契約者の貸室をクリック。 
2. 「新規契約者登録」の画面で「入居者履歴」のタブをクリックします。 
3. 入居者履歴から更新したい契約者をクリック。 
4. 契約情報編集画面内の「更新処理」のボタンから更新を行うことが出来ます。

13



14

日常業務編 契約解約・退去精算業務

「解約業務」における、契約者から解約希望の連絡を受けて作成する「解約通
知書」や原状回復費用やクリーニング費用の確定後、敷金から差し引く「解約
精算書」をリドックスで作成することができます。 
また、解約時の必要費用をあらかじめ登録しておけば、精算書に自動的に反映
させることができます。

12.1　解約・退去精算業務の流れについて

リドックスでは以下の流れで解約精算業務を進めていきます。

12.契約解約・退去精算業務

STEP1

契約者からの解約通
知日を入力します。

解約案内作成

STEP2

解約合意書作成

STEP3

解約精算書作成

STEP4

解約精算登録

解約希望日や立ち会
い日時などの情報を
登録します。

敷金や滞納家賃、未収
金額を登録して解約精
算書を作成します。

入金・出金された清
算金の会計登録を行
います。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

12.2　解約案内書の作成

まずは、解約案内書の作成方法です。 
解約業務のスタートのほとんどの場合は、契約者から連絡がくるケースです。 
解約の連絡を受けた後に、解約案内作成のためにリドックスへ登録を行っていき
ます。

メニュー内の「管理業務」から、対象の契約者が入居している物件の画面へ進んで
いきます。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

「解約画面」ボタンをクリックすると、解約処理画面に移動します。 
解約案内を登録するために、まず解約通知日を登録していきます。 
※解約通知日を登録すると、契約条件の編集ができなくなります。（家賃登録は可能です。）

解約案内作成画面で解約通知を受けた日を入力して、「登録」ボタンをクリック
します。これで、解約案内を出力できるようになります。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

解約通知日を登録すると、解約案内を出力できるようになっています。 
出力形式については、「PDF」か「Word」を選択して出力することができます。

出力した解約通知を契約者へ送付し、解約に関する項目を記載の上、返送しても
らいます。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

【解約案内サンプル】
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

契約者から、解約案内が帰ってきたらリドックスへ登録していきます。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

契約者から、解約案内が帰ってきたらリドックスへ登録していきます。

ここで入力した「解約日」をもとに賃料が再計算されて、解約月の賃料・共益費
が日割り計算されます。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

解約合意書を出力できるようになりました。 
契約の終了を明示させたい場合などにご利用ください。

実際の業務フローとしては、実際に契約者が退去されて退去時の費用（原状回復
費用）などの金額がわかってから、「解約精算書を作成」を行う形となります。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

【解約合意書サンプル】
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

次は、解約精算書の作成です。 
原状回復費用やクリーニング費用の入力が必要となりますので、見積もり取得後
に操作ください。 
※解約精算書の作成後は、対象の契約者の家賃登録が行えなくなります。

ここで、登録した解約時の請求項目などについては、オーナー精算画面にも自動
的に反映されます。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

まずは、契約者に返却する預かり金を入力していきます。 
最初から、登録済みの敷金・預かり金の金額が入力されています。他に、返却する
項目がある場合は行を追加して登録を行います。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

次に、過入金があった場合の返金について登録を行います。 
※退去月でも1ヶ月分もらって、解約時に返金する場合はこの預かり家賃戻しの登録が必要となります。

預かり家賃戻しが自動的に表示されるルールとしては、家賃支払い状況の画面で
対象月の家賃が過入金として登録されていることが条件となります。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

次に、借主に請求する費用を登録します。 
※契約条件に「解約時必要費用」を登録している場合はあらかじめ、ここに入力
されています。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

次に、原状回復にかかる貸主負担分を入力します。 
また、「原状回復工事支払い登録」に実際の工事支払い額を入力することで、今
回の解約精算の工事差益を把握することができます。

各項目の入力完了したら画面下の「解約精算情報を登録する」をクリックしてく
ださい。解約精算の登録は完了です。 
※解約精算書の作成後は、対象の契約者の家賃登録が行えなくなります。ご注意ください。



項目 内容

預かり金 契約情報で登録した敷金、預かり金、保証金などが自動で登録されます。

基本項目

家賃未収金
契約期間中にリドックスに家賃登録されていない賃料が、未収金として表示され
ます。チェックを入れると精算対象となります。

未収 
その他月額費用

家賃以外の契約期間中に発生した請求で支払い未収の取引（更新料、水道代等）
が自動で抽出され表示されます。チェックを入れると精算対象となります。

借主請求分 
借主に請求する費用（ルームクリーニング費用等）を入力します。 
契約情報で「解約時必要費用」に登録した情報があれば、自動的に反映されま
す。 

貸主請求分 貸主に請求する費用（原状回復工事費用のオーナー負担部分等）があれば入力し
ます。

原状回復工事費用 工事業者に実際に支払う金額や項目（現状工事費用やルームクリーニング費用）
を入力します。

差引金額
預り金を元に他の精算項目を引いた金額が自動で計算されます。 
この金額が借主に退去時に請求する金額となります。 
プラスの場合はその金額を借主に返還し、マイナスの場合は借主に請求します。

解約精算書作成の各フォームの内容は以下になります。
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契約解約・退去精算業務日常業務編
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

これで、解約精算書を出力できるようになりました。 
※解約精算書についてはエクセル形式のみでの出力となります。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

【解約精算書サンプル】
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日常業務編 契約解約・退去精算業務

最後に、解約精算登録です。 
実際に敷金の返還や契約者からの入金があったら登録を行います。

この、解約精算が完了させrば、トップ画面の「解約処理中」の件数としてカウン
トされなくなります。



日常業務編 契約解約・退去精算業務

この画面では、解約精算書作成時に登録した内容が表示されています。 
まずは、解約精算金の入金日（もしくは出金日）を入力します。
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日常業務編 契約解約・退去精算業務
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契約解約・退去精算業務の際に良くあるご質問

Q.解約登録を行うと、契約情報の編集ができなくなりました。
解約通知日の登録を行うと、契約情報の編集ができなくなる仕様となっています。 
解約登録後に登録内容の編集が必要な場合は、一度、解約情報を削除してから編集を行ってくだ
さい。

Q.解約精算書の登録をしたら、家賃登録ができなくなった。
解約精算書作成後は家賃登録ができなくなる仕様となっています。 
未収金がある場合は、解約精算書作成画面の「未収金」の部分にチェックを入れてください。

Q.解約月の賃料を過請求してしまったのを返却する場合は？
家賃支払い状況画面で対象月の家賃が過入金として登録されている場合、自動的に預かり家賃戻
しの項目が表示されるようになります。

Q.解約精算書作成画面の「原状回復工事支払い」は何を登録すればいいの？
「現状回復工事支払い」の部分には、実際の工事業者に支払いを行う項目を入力します。 
ここに、実際の支払い金額を登録することで、原状回復工事における差益を把握することができ
るようになります。 

例） 
・借主請求分：40,000円 
・貸主請求分：20,000円 
・原状回復工事支払い：50,000円 
　→（借主請求分 + 貸主請求分） - 原状回復工事支払い = 工事差益 
　→（40,000円 + 20,000円） - 50,000円 = 10,000円 
　→→この工事では、10,000円の差益が発生したと管理することができます。

Q.ホーム画面の「解約処理中」にはいつまでカウントされますか？
ホーム画面の解約処理中にカウントされるのは、 
「解約通知日の登録」してから「解約精算登録を行う」まで、カウントされ続けます。



日常業務編 契約解約・退去精算業務
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契約解約・退去精算業務の際に良くあるご質問

Q.解約精算書作成で間違ってチェックを入れてしまった項目を精算対象から外
せますか？
解約精算書作成の画面で、間違ってチェックをした項目からチェックを外し、再度登録を行えば 
「解約精算登録」の対象として表示されなくなります。

Q.解約精算登録の内容でオーナー精算の対象に加えたくないものがあるのです
がどうすればいいでしょうか？

解約精算登録の画面で各項目に「精算対象」というボタンがあります。 
ここをクリックして「対象外」にすればオーナーへの精算対象には含まれません。
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日常業務編

担当者が一人で抱え込んでしまいがちな、クレームや問い合わせの内容もリドッ
クスなら一元的に管理が出来ます。 
対応中の案件数や進捗状況をひと目で把握できるので、クレーム対応の速度向
上や対応の漏れを防ぐことが可能になります。

13.1　クレーム・問い合わせの登録

まず、入居者からクレームや、問い合わせが発生した時点で、その内容をリドック
スに登録しておきます。 
メニュー内の「管理業務」をクリックして下さい。

13.クレーム・問い合わせ対応業務

クレーム・問い合わせ登録
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日常業務編 クレーム・問い合わせ登録

「物件選択の画面」で、クレームや問い合わせを受け付けた入居者の物件を選択
し、「選択する」のボタンをクリックします。

画面下の「スタッキングプラン」より、対応を登録したい入居者をクリックし、表
示されたボタンから「対応履歴」をクリックします。
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日常業務編 クレーム・問い合わせ登録

選択した居室のこれまでの対応履歴が「契約者対応履歴」に表示されます。 
新しく内容を登録する場合は「新規登録」のタブをクリックして下さい。
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日常業務編 クレーム・問い合わせ登録

「新規対応履歴登録」の画面が表示されます。 
用意されたフォームに受付した内容を登録していきます。



40

日常業務編

項目 内容

新規対応 
履歴登録 
に関する 
項目

完了 必須
発生した対応が完了しているか、未完了かを選択します。 
※対応が完了したら完了にチェックを入れて下さい。

区分 必須
対応が「契約者」に関するものか、「部屋・設備」に関するものかを選択
します。

種類 必須 登録する対応の種類を選択します。
発生日 任意 クレームや問い合わせを実際に受けた日付を入力します。
完了日 任意 対応が完了した日付を入力します。

対応者 任意 社内での対応担当者を指定したい場合は入力します。

対応内容 任意
実際に受け付けた内容を入力します。 
例）9/25　102号室のエアコンが故障したとご連絡。  
　　9/27 　修理業者を手配し修理完了済み。 

画像登録 任意

現場に訪問して写真などを撮影した場合、写真を2枚まで登録しておくこ
とが可能です。 
※アップロード可能なファイル形式は「jpg」、「png」、「gif」のみで
す。 
※容量が5メガバイトを越える容量の画像は登録できません。

会計登録 任意 修繕によって発生した取引を会計登録に登録できます。

クレーム・問い合わせ登録

フォームの各項目の内容の詳細は以下の表をご参考下さい。
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日常業務編 クレーム・問い合わせ編集

13.2　クレーム・問い合わせの確認と編集

登録が完了できたら、次は確認と編集の操作方法を紹介します。

登録時に「区分」を「契約者」とした場合は「契約者対応履歴」をクリック、「部
屋・設備」の場合は「部屋・設備対応履歴」のタブをクリックして下さい。 
これまでの対応内容が表示されます。 
※完了が「未完了」の対応は赤い色で表示されます。
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日常業務編

より詳しい内容を確認したり、内容を編集する場合は対応履歴をクリックします。 
下に登録内容が入力されたフォームが表示されます。 
この画面から内容の変更も可能です。 

クレーム・問い合わせ編集

案件に対する、対応の履歴は時系列順に並んでいきます。 
過去の対応内容も簡単に確認することができます。 
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日常業務編 クレーム・問い合わせ編集

フォーム下段の「会計登録」からはオーナーへの請求が必要な場合などに取引を登
録しておくことが出来ます。 
行を追加する場合は「項目追加」をクリックします。 
削除する場合は「削除」の部分にチェックを入れて、編集するのボタンから内容を
更新して下さい。

内容の変更を反映させるためには、「編集する」をクリックします。 
登録した内容自体を削除する場合は「削除する」をクリックして下さい。 
※削除をした対応は戻すことは出来ません。
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日常業務編 クレーム・問い合わせの共有

13.3　クレーム・問い合わせの共有

登録した対応は全体で共有することが可能です。 
ホーム画面の「対応案件件数」の「対応未完了」の欄に登録した対応の内、 
状態が「未完了」の件数の総数が自動的に集計されます。

対応未完了のボタンをクリックすると、内容を確認することができます。
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日常業務編 クレーム・問い合わせの共有

13.3　クレーム・問い合わせの共有「対応案件一覧メニュー」が表示されます。

「対応未完了一覧」に物件毎の未完了の対応が表示されます。 
クリックすると各契約者の対応履歴にジャンプすることができます。

この機能を使えば、例えば担当者が不在の場合に入居者から問い合わせがあって
も、対応することができます。 
チームや社内で対応状況を滞りなく共有することが可能になります。
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日常業務編 共用部のクレーム・問い合わせ

13.4　共用部のクレーム・問い合わせ対応

ここまで、各契約者毎のクレームや問い合わせの処理方法をご紹介してきました。 
リドックスでは、契約者に紐付かない共用部に対するクレームや問い合わせについ
ても管理することができます。

まずは、画面上部のメニューから「管理業務」をクリックします。
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日常業務編

「物件選択の画面」で、クレームや問い合わせを登録したい物件を選択します。

「物件情報」が表示されますので、その下の「共用部対応履歴の登録」のボタンを
クリックして下さい。

共用部のクレーム・問い合わせ
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日常業務編

「共用部対応履歴一覧」画面が表示されます。 
新しく対応を追加するときは「共用部対応履歴登録」のボタンを押して下さい。 
※登録済みの内容をクリックすると、編集画面にジャンプします。

共用部のクレーム・問い合わせ

登録済みの対応履歴は「エクセル出力」のボタンで対応履歴報告書としてダウン
ロードすることができます。
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日常業務編

共用部の場合でも、登録・編集・削除の操作は同じです。 
内容を編集する場合は「編集する」をクリック、削除の場合は「削除する」をクリッ
クして下さい。

共用部のクレーム・問い合わせ
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日常業務編

共用部の対応についても、ホーム画面の「対応未完了」の件数に数えられます。 
対応未完了一覧のページにも「共用部」として表示されます。

共用部のクレーム・問い合わせ



日常業務編
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クレーム・問い合わせ登録の際に良くあるご質問

クレーム・問い合わせ登録

Q.ホーム画面の「対応未完了」にはいつまでカウントされますか？

ホーム画面の「対応未完了」には、登録された対応が「完了」の状態になるまでカウントされ続
けます。

Q.空室への対応内容は登録できますか？

空室の場合でも、対応履歴を記録することは可能です。 
【管理業務】→【物件選択】→【空室をクリック】と操作します。 
すると以下の「新規契約者登録画面」が表示されます。

画面右の「対応履歴登録」より登録が可能です。 
登録操作は入居者がいる場合と同じです。
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運営会社
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